
建築物、工作物の新築・改築・増築、看板の設置、壁の塗り替え、自動販売機の設置など景 

観が変わるときは必ず事前にご相談お願い致します。 

景観地区、準景観地区は認定手続きが必要です。 

届出に関する手続きフロー 

１２ 

届出（認定制度）に関する手続き 

事前相談 

景観計画の説明（適宜役場にて） 

大規模な建築物、工作物等、又は景観づくりに 

影響を及ぼすと認められる行為 

景観審議会 （2ヶ月に1回程度） 

●景観審議会、アドバイザー、町による協議 

★景観審議会の景観に対する意見を通知する。 

★景観審議会の意見を踏まえて景観への工夫 

や配慮を設計に生かす。 

アドバイザー協議（適宜） 

●施主（設計者）の方と町、アドバイザーによる 

協議 

★町との相談・協議を踏まえて景観への工夫や 

配慮を設計に生かす。 

届出（申請） 

小規模な建築物、工作物、広告物、開発行為等 

適合審査（町） 

工事着手制限の解除（認定 

不適合 

（届出、申請から３０日以内に通知） 

工事着工 

指導・勧告・変更命令 

適合 

（届出、申請から３０日以内に通知） 

届出（申請）者 

工事完成 検査（町）




